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木古内町職労教宣部

この時期になると必ず放送される戦争特集。

特にNHKでは戦争証言プロジェクトとして

「ルソン島 悲劇のゲリラ討伐作戦」や北海

道特集「北海道～戦後65年」などが連日のよ

うに放映されている。今一度平和の意味あい

を考えるために、ご覧になっては。

人勧の課題と今後の対応方針を確認
役場・病院・老健で開催の緊急職場集会で

集会では、・56歳以上の行政(一)6級以上在級者の△1.5% ・さらに40歳以上者につ

いて△0.1% ・一時金（ボーナス）は△0.2月＝現行4.15月→今後3.95月に ・4月

からの分を減額調整する ・定年年齢を平成25年度から段階的に65歳まで引き上げ、

それに伴い60歳台給料水準の引き下げや50歳台給与の見直し検討 など、人事院勧告

の概要について説明。じゃっかんの質疑の後、独自削減が行われている当町の状況を踏

まえ年間ベースでの賃金を確保するよう対応していくとの、昨年同様の方針を全体で確

認しました。

このなかで、○独自削減圧縮との関連は？ ○定年延長による具体の制度は？ など

の質疑が出され、一定答弁するとともに詳細を確認のうえ対応しつつ情報提供をしてい

くこととしました。

今後、人勧に対する政府の対応、北海道人事委員会による勧告と北海道の対応などを

経て当局から具体的な提案が出されます。今人勧内容の1年先送りを含む年間ベースで

の賃金確保の方針を一定執行部に一任しながら対応していくことを確認していただきま

したので、地方本部・道本部と連絡をとりながら自治労方針に沿い、対応していきます。

なお、中央段階では、勧告を受けて自治労も参加している公務員連絡会が、・50歳台

後半層の給与引き下げを行わないこと ・段階的な定年延長ができるよう検討作業を行

うこと ・公務員の労働基本権、団体交渉に基づく賃金・労働条件決定制度を確立する

ため次期通常国会で関係法令を改正すること などとした要求書を、官房長官、総務大

臣、厚生労働大臣の三者に提出しています。

まちづくりを考える
自治研集会に参加しませんか？

自治労は、地方自治の研究、実戦などを通じてまち

づくりや地域課題の解決などを行うため、自治研活動

に取り組んでいます。この自治研運動から、ゴミの分

別収集やリサイクルなど、様々な取り組みが生まれて

きているんです。

当町職労でも２年ほど前から、サケ稚魚の放流とそ

上体験などを町内の子どもたちと一緒に亀川で行うこ

とにより、自然環境を守り理解を深める運動を行って

います。

今年は、下記の日程で「渡島地方本部自治研集会」

「北海道自治研集会」がそれぞれ開催されます。担当

執行部と一緒に参加してみませんか？

参加希望は落合書記か最寄りの執行部まで。若年者、

年配者問わず歓迎!!



衆議院議員逢坂誠二氏オフィシャルサイト
「徒然日記」8/11号より抜粋

http://www.ohsaka.jp/

おもしろいサイトみつけました
自治労北海道本部組織化担当オルガナイザー吉田雅人さんのblog

「おしゃべり王様の説教部屋」
ん～さすがオルグだけあって、含蓄ある内容だわ・・・

■■■■たのしいたのしいたのしいたのしい自治労自治労自治労自治労
そもそも労働組合はたのしいのである。

労働組合は「民主主義の学校」と言われる。この表現は正しいのだろうか。
大体、現代の「学校」は民主主義が確立されているのだろうか。
「学校そのもの」に民主主義がないのに「民主主義の学校」とは愉快だ。
なぜ、「労働組合は民主主義の学校」なのだろうか。

民主主義とは何なのだろうか。
はっきり言って「面倒クサイ」ことだ。
一つの社会や時代の全ての人の考えや欲求を一つにまとめて方向性を見出す。
まあ、そんなところが民主主義ではないか。私の住む王国ではあり得ないが。
本来、日本という国や北海道という地域も民主主義である「はず」だ。
一般的には「選挙で選ばれたから住民の声を代表する人」が「多数決」によってモノゴト
を決めているので「民主主義だ」と言っているような気がする。
本当にそうなのか。

Ａｉｒ－Ｄｏという北海道版航空会社がある。経営は厳しい。
北海道は財政が厳しく職員の人件費を削減しているのにこのローカル会社に補助金を何億
も出している。私は、補助金を出すのは結構だと思うが、堀知事や道議会から「王様、出
していいですか」と聞かれたことはない。
かなり前になるが消費税という税が導入された。当時の総理大臣や国会議員から「王様、
導入してもいいですか」と聞かれたことはない。

労働組合も「民主主義」を装っている。
モノゴトを決めるときは会議を持つ。
四役会議。 執行委員会。 分会会議。 職場集会。 定期大会。
色々あるが、一応、全体に周知し、時には「委任状」も取り議案を提案し、承認を得る。
極めて「民主的」だ。

でも、本当にそうなのか。
欠席したい人、その場にいたけど言えない人、組合に入っていない職場の人。
こういう人の意見はどうなる。
「そんなのいちいちやってられないよ」。そう、総理大臣も知事も国会議員も道議会議員も
皆んなそうなのだ。１００％はあり得ない。

それでも多くの人の気持ちを声を意見を苦しみを集めて「全体の中に反映しよう」とする
のが「組織」の役目だ。
労働組合はそれを実践しなければならない。
自治労はそれをやろうとしているのか。
やろうとしているのなら自治労に人が集まるだろう。
組合員以外の人にも理解されるだろう。

たのしい自治労になるために何ができるのだろうか。


